
  令和６年４月 

 1

公園等の維持管理委託に係る標準仕様書 

 
第１章 総則 

 

１ 適用の範囲 

本仕様書は、本市が発注する公園等における除草・樹木伐採・樹木剪定等の維持管理委託（以

下「業務」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 一般事項 

本仕様書、契約図書及び土木工事共通仕様書に明記されていない事項であっても作業の性質上、

危険防止措置等に必要な作業については、受注者の責任において行うものとする。 

なお、本仕様書と特記仕様書の記載の異なるときには、特記仕様書を優先する。 

 

３ 諸法令等の遵守 

（１）受注者は、業務の履行にあたり、関係諸法令等を遵守しなければならない。 

（２）受注者は、業務の円滑な推進を図るとともに、諸法令等の運用適用は受注者の負担と責任

において行わなければならない。 

 

４ 官公庁等への手続き 

（１）受注者は、業務の遂行にあたり、業務に関する諸法令等を遵守し、業務の円滑な進捗を図

るとともに、諸法令等の適用及び運用は受注者の責任において行わなければならない。 

（２）受注者は、業務の履行にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届

出等を法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。この場合、これら

の手続き等に要する費用は、受注者の負担とする。 

（３）受注者は、業務に関して関係官公庁及びその他の関係機関と交渉を要するとき、又は交渉

を受けたときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 

 

５  周辺住民への対応 

（１）受注者は、現場の作業に先立ち、発注者との調整の上、周辺住民に業務の内容を説明し、

理解と協力を求め、業務の円滑な進捗を図るものとする。 

（２）受注者は、業務に関し、周辺住民から要望などがあったとき、又は交渉を要するときには、

速やかに発注者に連絡し、誠意をもって解決を図るとともに、その経緯について遅滞なく報

告するものとする。 

 

６ 軽微な変更 

受注者は、現場の状況などにより、作業方法等に関してやむを得ず行う軽微な変更については、

事前に発注者と協議の上、作業を行うこと。 

 

７ 現場体制 

（１）受注者は、技術及び経験を有する代理人を現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。 

（２）受注者は、適正な作業の推進を図るために十分な数の作業員を配置し、熟練を要する作業

には相当の経験を有するものを配置しなければならない。また、資格を要する機械を用いて
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行う作業については、有資格者がこれを扱うものとする。 

 

８ 業務計画書 

（１）受注者は、業務の実施にあたり、作業内容、手順、作業方法、安全対策などについての業

務計画書を監督員に提出し、これを遵守し業務の履行に当たらなければならない。 

（２）業務計画書には次の事項について記載しなければならない。 

ア 業務概要 

イ 計画工程表 

ウ 現場組織表 

エ 安全管理（安全訓練等の実施を含む） 

オ 主要機械等 

カ 作業方法 

キ 業務管理計画 

ク 緊急時の体制及び対応 

ケ 交通管理及び保安上の措置 

コ その他必要事項 

 

９ 安全研修・訓練等の実施について 

（１）受注者は、本業務に際し、現場に即した安全・訓練等について業務着手後、原則として作 

業員全員の参加により、月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選

択し定期的に安全に関する研修・訓練等を実施するものとする。 

ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

イ 本業務内容等の周知徹底 

ウ 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底 

エ 本業務における災害対策訓練 

オ 本業務現場で予想される事故対策 

カ その他、安全・訓練等として必要な事項 

（２）安全・訓練等に関する施工計画書の作成について 

受注者は、業務内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、業務計画

書に記載しなければならない。 

（３）安全・訓練等の実施状況報告 

受注者は、安全・訓練等の実施状況を写真等で撮影し報告するものとする。 

 

１０ 業務標示板等の設置 

（１）受注者は、業務内容を示す標示板、その他作業現場に必要な注意看板などを、公園緑地等

利用者などが見やすい位置に設置するものとする。 

（２）業務標示板については、原則として以下に示す項目を明記するものとする。 

ア 委託名 

イ 発注部署及び連絡先 

ウ 受注者及び連絡先 

 

１１ 後片付け及び確認 

受注者は、作業終了後、速やかに現場の後片付けをし、入念な清掃を行った後、作業範囲及び
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進入出経路において、忘れ物、清掃の残し、樹上のかかり枝や移動させた施設の復旧忘れ等がな

いか確認を行うものとする。 

 

１２ 相互協力 

受注者は、業務箇所が他の工事等と近接又は同一場所となった場合においては、常に相互協力

に努めるものとする。 

 

１３ 作業用の機械器具 

病害枝の剪除作業等において、樹木の病原菌に侵された部位に使用した器具は、使用後直ちに

付着物を拭き取り、アルコール等を湿らした布等で殺菌を行い、乾かしてから使用すること。 

 

１４ 利用者の安全確保 

（１）受注者は、業務のために使用する公園緑地等については、利用者の安全確保の徹底を行  

わなければならない。 

（２）作業中及び作業終了時においては、公園緑地等を常に良好な状態にしなければならない。 

 

１５ 保安設備の設置及び現場管理 

（１）作業中の安全対策にあっては、現場環境に対応した十分な保安設備を施すこと。 

（２）現場内の整理整頓、その他現場管理には細心の注意を払うこと。 

（３）現場内の作業用車両の通行に際しては、公園緑地利用者等に十分な注意を払うこと。 

（４）受注者が、発注者の指示に反して作業を続行した場合には、作業の一時中止を命ずること

ができるものとする。 

（５）作業等において、一般交通の支障となる場合は、必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安

全対策を講じること。 

（６）作業終了時においては、速やかに使用機器等を搬出するとともに、作業現場付近を十分に

清掃及び整理整頓し、管理緑地等の維持保全及び散策等の利用に支障のないようにすること。

また、緑地内に作業用機械を乗り入れたときは、作業終了後、必ず整地をすること。 

 

１６  作業員の安全管理 

（１）作業中は、ヘルメットの着用や高所ではフルハーネス型の墜落防止用器具を着用するなど、

十分な事故の防止及び作業員の安全を図ること。 

（２）作業に使用する機材は、常に点検し、安全な整備をしておくこと。 

（３）労働安全衛生法に準拠し、十分な事故の防止及び安全の徹底を図ること。 

（４）万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、直ちに発注者及び関係官公庁等に報告

するとともに、速やかに必要な措置をとること。 

 

１７ 損害賠償及び補償 

（１）受注者は、故意又は過失により発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければ

ならない。ただし、発注者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

（２）受注者の責めに帰すべき事由により、受注者が第三者へ損害を与えたときは、受注者はそ

の損害を賠償しなければならない。 
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１８ 契約不適合責任 

本委託の契約不適合責任期間は、引き渡した日から１年間とする。 

 

１９ 完了検査 

（１）受注者は、業務を完了したときは、次に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。 

ア 業務完了届 

イ 委託写真（作業前、作業中、完了、出来形管理、安全管理） 

ウ 発生材処分伝票及び集計表 

エ その他発注者が必要と認めた書類 

（２）受注者は、検査を受ける際には、受注者又は代理人が必ず立ち会うものとする。 

（３）受注者は、検査に必要な図書などについて、発注者の指示に従わなければならない。 

（４）検査は、受注者の提出した委託写真等に基づいて行うが、万一不完全な箇所があった場合

には、再度業務を行うこと。なお、これに要する費用はすべて受注者の負担とする。 

 

２０ 環境配慮 

（１）受注者は、｢相模原市環境方針｣の主旨を理解し、業務を行うものとする。 

（２）市への提出書類及び添付書類については、原則として再生紙を使用するものとする。 

（３）業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、第三者に運

搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めるものと

する。 

（４）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理にあ

たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号)など、関連法令

等を遵守し、適正に処理するものとする。 

 

２１ 発注者の催告による解除権 

（１）発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その

期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微

であるときは、この限りでない。 

ア 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

イ 契約期間内に完了しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込

みがないと認められるとき。 

（２）発注者は、前号の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害が生じて

も、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。また、これにより契約が解除

されたときは、受注者は、契約限度金額うち未済金額の１０分の１に相当する額を違約金

として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 

 

２２ 発注者の催告によらない解除権 

（１）発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する

ことができる。 

ア この業務を完成させることができないことが明らかであるとき。 

イ 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

ウ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
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絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達するこ

とができないとき。 

エ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期

を経過したとき。 

オ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をし

ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである

とき。 

（２）発注者は、前号の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害が生じて

も、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。また、これにより契約が解除

されたときは、受注者は、契約限度金額うち未済金額の１０分の１に相当する額を違約金

として、発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 

 

２３ 受注者の契約解除権 

受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって、本委託業務を完了することができなく

なったときは、契約を解除することができる。 

なお、これにより受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に損害の賠償を請求するこ

とができる。この場合の損害賠償額は、発注者、受注者による協議の上で決するものとする。 

 

２４ 再委託の禁止 

（１）受注者は、本委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。

ただし、あらかじめ発注者の承諾を得て本委託業務の一部を第三者に委託する場合は、こ

の限りでない。 
（２）前号ただし書きの規定により、受注者は、本委託業務の一部を第三者に委託する場合は、

その内容を明確にした書面を発注者に届出し、承認を受けるとともに、当該第三者の行為

のすべてについて責任を負うものとする。 
 

２５ 暴力団等排除に係る発注者の解除権 

（１）発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを

負わないものとする。 

ア 受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原

市条例第３１号。以下｢市排除条例｣という。)第２条第４号に規定する暴力団員等(以下｢暴

力団員等｣という。)と認められるとき、または、法人等(法人または団体をいう。)である

場合には、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

イ 受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成２２年神奈川県条例第７５号。以下｢県排除条

例｣という。)第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

ウ 受注者が、県排除条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

エ 受注者が、市排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる

もの、又は受注者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代

表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

（２）（１）の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
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（３）（１）の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金をもって（２）の違約金に充当することができる。 

 

２６ 暴力団等からの不当介入の排除 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、市排除条例第２条第２号に定める暴力団(以下｢暴力団｣

という。)又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するととも

に所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

（２）受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、

発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

（３）受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直

ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

（４）受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注

者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

 

２７ 履行期間 

契約日から令和８年３月１３日までとする。 

 

２８ 疑義事項 

（１）本仕様書に記載のない事項について、発注者と受注者との相互の間に疑義が生じたとき又

は当該業務に関する契約書又は請書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受

注者とが協議して定める。 

（２）業務の履行にあたり第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければ

ならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについて

は、発注者が負担する。  

（３）（２）の規定にかかわらず、業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地

盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を

負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の履行につき受注者が善良な管理者

の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。  

（４）（２）、（３）の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争を生じた場合において

は、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 
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相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然が

共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、事務

事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進します。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施に

伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー等

利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減量化・

資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と調

和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくことを目

的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管理

及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを

目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を将

来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 


